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管内の位置及び概要 

北消防署の管内は、堺市北区の全域です。北は大和川を隔てて大阪市、東は 

松原市、西は堺市堺区、南は堺市東区､中区にそれぞれ接し、鉄道はＪＲ阪和線 

･南海高野線･大阪メトロ御堂筋線が走り、道路は東西に大阪中央環状線・阪神 

高速６号大和川線、南北に府道大阪高石線などの幹線道路が整備されています。 

主な鉄道駅の周辺では、商業施設や業務施設が集積し、中百舌鳥駅周辺には 

産業振興の拠点などが立地しています。 

また、都市化進展の面だけではなく、地域には日本最古の官道といわれる竹 

内街道や国指定史跡である、いたすけ古墳をはじめとする歴史文化財を有し、 

百舌鳥八幡宮のふとん太鼓などの伝統行事も受け継がれています。 

 

 

堺市消防局の管内図及び北消防署管内図 
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北消防署の沿革 

年  代 項 目 備  考 

昭和４６年 金岡消防署開設 

(１２月１日)堺市東部の開発に伴う消防力の強 

化のため金岡消防署(新金岡町４丁１番２号)を 

開設した。 

開署に伴い日置荘出張所、登美丘出張所が当署の 

出張所となった。 

昭和４８年 消防車増強 金岡本署に梯子車を配置した。 

昭和４９年 
百舌鳥出張所開設 

組織機構の改革 

（６月１７日）百舌鳥出張所を開設し３階部分を職

員の待機宿舎とした。 

（１０月１日）消防署の次席制を副署長制に移行し

た。 

昭和５０年 兼任救助隊の発足 （１１月１日）金岡本署に兼任救助隊を発足させた。 

昭和５３年 組織機構の改革 
（１０月１６日）消防署に課制を施行。署組織を３

課７係とした。 

昭和５９年 消防車増強 百舌鳥出張所に梯子水槽付ポンプ車を配置した。 

 

平成 ７年 

 

管轄区域の変更 

（４月１日）中消防署開設に伴い、土師町・深井北

町・深井中町・学園前・新家町・大野芝町が中署

に移管された。 

平成 ９年 
金岡本署改築 

高規格救急車配置 

（３月末日）耐震改修等工事完了 

（４月１日）百舌鳥出張所に高規格救急車を配置し

た。 

平成１３年 
災害対応多目的車 

配置 

（１０月１日）本署に災害対応多目的車を配置した。 

平成１６年 北消防署に改名 
(４月１日)  堺市支所行政に整合するために、金岡

消防署から北消防署に署名変更。 

平成１７年 
高規格救急車配置

（増強） 

(４月１日) 百舌鳥出張所に第２救急車を配置(ポ

ンプ車乗換)した。 

平成１８年 
東消防署開署に伴

う管轄区域の変更 

北消防署は、北区を管轄区域とする、本署１出張所

(百舌鳥出張所)体制となる。 

平成２０年 
堺市消防局に改名 

北消防署へ 

（１０月１日）高石市との組合解散により 

堺市消防局が設置され北消防署となる。 

平成２１年 救助タンク車配置 
（４月１日）梯子付タンク車の更新として救助タン

ク車を北消防署に配置した。 

平成２５年 
高規格救急車配置 

（増強） 

(４月１日)本署に第２救急車を配置した。 
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Ⅰ 消防署の現況 

１ 庁舎の概要 

 竣  工 敷地面積 建築面積 延 面 積 

北 本 署 昭和 46年 12月 1日 1,652.890㎡ 584.100㎡ 1,091.290㎡ 

百舌鳥出張所 昭和 49年 6月 17日 661.000㎡ 307.810㎡ 849.201㎡ 

 

２ 署所の所在地と管轄区域  

◎北本署     〒591-8021 堺市北区新金岡町４丁 1番２号 

          ℡ 072-250-0119  FAX 072-253-2016 

金岡町 長曽根町 黒土町 大豆塚町 新堀町 

船堂町 北花田町 奥本町 常磐町 東浅香山町 

宮本町 北長尾町 中長尾町 南長尾町 蔵前町 

野遠町 中村町 南花田町 八下北 東三国ヶ丘町 

東雲東町 新金岡町    

 

◎百舌鳥出張所  〒591-8032 堺市北区百舌鳥梅町３丁５１番地７ 

℡ 072-255-0119 FAX 072-255-0119 

中百舌鳥町 百舌鳥梅町 百舌鳥梅北町 百舌鳥本町 東上野芝町２丁 

百舌鳥陵南町 百舌鳥赤畑町 百舌鳥西之町   

 

３ 北消防署管内の面積・人口・世帯数 

           令和７年１月１日現在 住民基本台帳人口（外国人登録含む） 

 面  積 人  口 世 帯 数 

北 消 防 署 管 内 １５．６０ｋ㎡ １５６，７６８人 ７４，２４８世帯 

堺市消防局管内 １７３．０５ｋ㎡ ９１９，５１４人 ４２７，１８６世帯 

   ※堺市消防局管内には、高石消防署及び大阪狭山消防署管内も含む。 

 



4 

 

４ 組織機構と事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 消防職員及び配置車両 

⑴ 消防職員                  令和７年１月１日現在 

 

 

 

 

 

 （２） 配置車両  
 

北
消
防
署 

予防課 

総務係 

署及び課の庶務に関すること。庁舎管理に

関すること。職員の配置に関すること。予

算に関すること等。 

予防係 

指導係 

防火管理業務の指導、査察の実施と法令 

違反対象物の違反是正、予防広報、 

火災予防条例に基づく指導等。 

 

危険物製造所等の許可及び完成検査 

建築確認同意、消防用設備等の設置指導等。 

第 1警防課 

第 2警防課 

警防係 

救急係 

火災の警戒及び防御、救助業務、 

自衛消防訓練の指導、消防活動に関する 

届出と検査、消防地水利に関すること等。 

救急業務、救急技術の指導と訓練、 

応急手当の普及活動に関すること等。 

百舌鳥出張所 

警防担当 

救急担当 

 消防監 
消防 

司令長 

消防 

司令 

（課長補佐級） 

消防 

司令 

（係長級） 

消防 

司令補 

消防 

士長 
消防士 

会計年度

非常勤 

職員 

合計 

日  勤 1 2 2 4 2 1(1) 1 (１) 13(2) 

第 1警防課  1 3 5 13 17(1) 8  47(1) 

第 2警防課  1 3 5 14 18 6  47 

合  計 １ 4 8 14 29 36(2) 15 (１) 107(3) 

※（ ）は外数で再任用者数、会計年度非常勤職員数 
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⑵ 配置車両 
 

 

北 

本 

署 

計１５台 

指揮車 

 

救助タンク車 

 

ポンプ車 

高規格救急車（２台） 

 

五連はしご車 

 

はしご付タンク車 

災害対応多目的車 

 

普通連絡車 

 

普通査察車 

共用自動車（３台） 

 

非常用ポンプ車 

 

非常用救急車 

 

百 

舌 

鳥 

計４台 

タンク車 ポンプ車 高規格救急車（２台）  

 

災害対応多目的車 

 

 

五連はしご車 

 


